
久留米市公告第１７５号 

 公  告  

 

パソコン機器等賃貸借について、下記のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の６及び久留米市契約事務規則（昭和

５０年久留米市規則第９号。以下「規則」という。）第４条の規定に基づき公告する。 

 

令和４年９月１４日 

久留米市長 原口 新五 

 

 

１. 入札に付する事項 

本業務は、現在都市建設部路政課にて稼働している公共用地財産管理システムのパソコン機器等

を新たにリース契約を行うもの。 

 

（１）業務名 

   パソコン機器等賃貸借 

（２）業務場所 

   久留米市役所 都市建設部路政課内 

（３）業務内容 

   「パソコン機器等賃貸借仕様書」のとおり 

（４）契約期間 

   ５年間 

（５）予定価格及び入札書比較価格 

   予定価格：   ５８，６３０円（消費税込） 

   入札書比較価格：５３，３００円（消費税抜） 

 

２. 入札に参加する者に必要な資格 

   入札参加できる者は、入札書の提出期限において、次に掲げる全ての要件に該当する者でなけ

ればならない。 

（１）久留米市物品供給有資格者名簿に営業種目がOA機器で登録していること。 

（２）久留米市内に本社を有し、技術者を１名以上有すること。 

 



３. 入札方法 

   入札参加を希望する者は、以下の（１）に掲げる提出書類を郵送（一般書留又は簡易書留）に

て提出すること。入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税事業者・免除事業者を

問わず、契約を希望している１か月の月払賃借料から消費税及び地方消費税相当額を控除した金

額を記入すること。 

（１）提出書類 

①入札参加資格確認申請書 

   申請書の申請者は本社の代表者とすること。 

② 入札書 

（２）提出期限 

   令和４年９月２０日（火）１７時１５分（必着） 

   期限までに提出がなかった場合は、入札へ参加出来ないものとする。 

（３）郵送方法 

① 内封筒及び外封筒の二重封筒とする。 

② 内封筒には、提出書類のうち入札書及び入札金額内訳明細書（任意様式）を入れ、封筒表面

に業務名及び商号（名称）を記入し封印する。 

③ 外封筒には、②の内封筒及び入札参加資格確認申請書を入れる。また封筒表面には、「入札書

在中」と朱書きし、業務名及び宛先を記入する。封筒裏面には、差出人の住所、商号（名称）、

代表者の職名及び氏名を記入する。 

④ 一般書留又は簡易書留のいずれかで郵送する。 

（４）入札に関する質問 

   質問がある場合は別紙質問書に記載のうえ、下記期間内にFAXで受付けるものとする。 

   公告日から令和４年９月１６日（金）１２時００分まで 

   （FAX：0942-30-9712 久留米市 都市建設部路政課） 

   なお、質問書への回答は令和４年９月１６日（金）１７時１５分までにFAXまたは電子メール

で回答するものとする。 

（５）提出先及び問合せ先 

   〒830-8520  福岡県久留米市城南町１５番地３ 

   久留米市 都市建設部路政課 島 （電話0942-30-9076）（FAX 0942-30-9712） 

                   （Email rosei@city.kurume.fukuoka.jp） 

 

 

 



４. 開札 

（１）日時 

   令和４年９月２２日（木）１０時００分 

（２）場所 

   久留米市役所 １０階会議室 

（３）立会 

   入札者のうち立会い希望者（入札参加資格確認申請書に希望する旨を記載した者）を立ち会わ

せる。ただし、希望者がいないときは入札関係事務に関係の無い市職員を立ち会わせるものとす

る。 

（４）落札候補者の決定 

   予定価格以下の範囲で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。落札候補者となる

べき同価の入札をしたものが２者以上ある場合は、くじにより落札候補者を決定する。落札候補

者の資格を審査し落札者を決定する。 

（５）落札結果の通知 

   落札者には決定後速やかに通知書を送付するとともに、確認の電話連絡を行う。 

 

５. 入札保証金に関する事項 

   規則第7条の規定により免除。 

 

６. 令第１６７条の６第２項の規定による入札の無効に関する事項 

   次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１）入札に参加する資格がない者のした入札 

（２）予定価格の制限の範囲を超える、又は最低制限価格に満たない価格をもってなされた入札 

（３）所定の場所及び日時までに入札書が提出されず、又は到達しなかったもの 

（４）入札書に入札金額の記載がない又は入札金額が判読できないもの 

（５）入札書に記載された事項に重複記載、誤字又は脱字があって必要事項を確認できないもの 

（６）入札書に入札者又はその代理人の記名押印がないもの 

（７）一の入札に同一の入札者から2以上の入札書が出されたもの 

（８）その他法令又は入札に関する条件に違反したもの 



入札心得 

（１）落札者は、落札日の翌日から数えて６日以内（期間の満了日が久留米市の休日を定める条例 

   （平成元年久留米市条例第３５号）第１条第１項に定める市の休日に当たるときは、当該休日 

   の翌日まで）に、久留米市所定の契約書により契約締結すること。 

（２）落札者は、契約締結までに契約金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の10以上の契約 

   保証金を納めること。但し、規則第27条に該当する場合は免除する。 

（３）契約条項を示す場所 

   久留米市役所 都市建設部路政課（久留米市役所１０階） 

 

７. その他 

（１）契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札参加に係る費用は、提出者の負担とする。 

（３）入札参加者は、地方自治法、地方自治法施行令、久留米市契約事務規則その他関係法令を遵 

   守すること。 

（４）落札決定後に、当該落札決定者が無効な入札を行っていたことが判明した場合には、落札決 

   定を取り消す場合がある。 

（５）不正な入札があると認めたとき、又は天災地変その他の理由により入札を続行することが困 

   難であると認めたときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することがある。 

（６）落札者は、契約の際に暴力団排除に係る条項を記載した市指定の誓約書を提出しなければな 

   らない。 

 


